
 
 
 

３．容器包装のマテリアルフローの推計について 
（酒井委員要求資料） 

 
容器包装リサイクル法の施行による最終処分量、社会的費用等の変化を推定するため、容器包

装種類別にマテリアルフローを把握し、容器包装リサイクル法の施行前から平成 15年度までのフ
ローの経年変化を把握した。 
 検討の対象とした容器包装は、特定事業者に再商品化義務が課せられているガラスびん、ペッ

トボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装とした。 
 
本検討においては、以下の基本フレームに従って、各容器包装のマテリアルフローを推定した。

なお、各フロー量のうち本検討で独自に設定した仮定等を用いて推計した値については斜体で表

示した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1-1 本検討におけるマテリアルフローの基本フレーム 
 
①容 器 包 装 国 内 出 荷 量：容器包装製造事業者による容器包装の国内出荷量 
②容器包装利用商品輸入量：輸入商品に利用されている容器包装量 
③容器包装利用商品国内出荷量：国内に出荷される商品に利用されている容器包装量 
④家 庭 系 消 費 量：家庭で消費される商品に利用されている容器包装量 
⑤自 治 体 処 理 量：家庭系消費量のうち自治体で処理される量 
⑥分 別 収 集 量：家庭系消費量のうち自治体により分別収集される量 
⑦民 間 回 収 量：家庭系消費量のうち民間で回収（集団回収等）される量 
⑧自 治 体 最 終 処 分 量：自治体処理を経て最終的に埋立処分される量 
 
※容器包装利用商品輸出量（輸出商品に利用されている容器包装量）については、統計データや

業界推計値が存在しないことからフロー量を計上しないこととした。 
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（１）ガラスびん 
ガラスびんについては、容器包装リサイクル法施行の3年前（平成6年度）、施行の前年（平成8
年度）、施行後3年目（平成11年度）、施行後7年目（平成15年度）の4時点におけるマテリアルフ
ローを推計した。推計したマテリアルフロー並びに推計の考え方を以下に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1-2 ガラスびんのマテリアルフロー（Ｈ6、8、11、15年度） 

【  平成 15 年度】 

 【平成 11 年度】 

 【平成 8年度】 

①   容器包装 
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ｔ714 千

⑦  民間回収量
ｔ2,304 千

再商品化 

再商品化 
リターナブル容器回収

ｔ3,100 千
※事業系消費分含む

容器包装利用
商品輸出量

①   容器包装 
国内出荷量 

ｔ 1,547 千 
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【平成 6年度】 



 
 

 
①容器包装国内出荷量 
ガラスびんの国内出荷量については、日本ガラスびん協会、ガラスびんフォーラムがそれぞれ

データを把握している。これら両団体においては、所属する企業が異なることから、両協会デー

タを合算した値が、「薬品・ドリンク」「化粧品」「食料・調味料」「牛乳」「清酒1.8リットル」「清
酒（中小）」「ビール」「その他酒類」「飲料水」「その他」「輸出」の各用途区分毎に公表されてい

る。 
ここでは、下記に示すとおり、同公表値を容器包装リサイクル法上の区分に再区分した量を採

用した。 
 

表1-1 ガラスびん国内出荷量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②容器包装利用商品輸入量 
商品輸入に伴うガラスびん輸入量については、酒類のデータのみガラスびんリサイクル促進

協議会による推計値があり（同推計値は、財務省貿易統計データを中身容量別にびん重量換算

されたもの）、ここでは同値を採用した。 
 

表1-2 商品輸入に伴うガラスびん輸入量（酒類のみ） 
（単位：千ｔ） 

 
 
 
 
 
 
 

出所：ガラスびんリサイクル促進協議会（酒類のみ、平成6年については内訳不明） 

 
 
 
③容器包装利用商品の国内出荷量 
ガラスびん利用商品の国内出荷量については、「①容器包装国内出荷量」、「②容器包装利用商

品輸入量」、「リターナブルびん回収量」の合計値とした。 
このうち「リターナブルびん回収量」については、ガラスびんリサイクル促進協議会が推計

している使用量を用いた（下記参照）。 
 

(単位：千ｔ)

平成６年度 平成８年度 平成１１年度 平成１５年度

食料品 495 490 462 424
清涼飲料 852 665 420 305
酒類 691 659 588 427
医薬品 304 313 331 359
化粧品 34 37 33 31
その他 3 3 2 1

計 2,378 2,167 1,836 1,547

出所：日本ガラスびん協会、ガラスびんフォーラムデータを基に再区分

種類 平成６年 平成８年 平成１１年 平成１５年

ワイン - 63 107 108

りんご酒・なし酒等 - 16 7 10

ウイスキー・ブランデー - 36 27 19

その他蒸留酒 - 33 48 79

合成清酒・白酒 - 15 16 14

その他酒類 - 21 22 33

合計 149 183 227 262



 
 

表1-3 リターナブルびんの回収量 
（単位：千ｔ） 

 
 
 
 
 

出所：回収量合計についてはガラスびんリサイクル促進協議会データを採用。ただし、平成6年度デー
タは平成4年度､8年度の平均値。また、平成15年度データについては平成13～14年度値のトレン
ドを用いて推計。 
業種別には自主回収認定量（法第18条に基づく自主回収認定者回収実績報告（平成15年度）集計
値。食料品：550千ｔ、清涼飲料：87千ｔ、酒類：1,242千ｔ）の比を用いて按分。 

 
 
上記「リターナブルびん回収量」に、「①容器包装国内出荷量」、「②容器包装利用商品輸入量」

を合算して算出したガラスびん利用商品の国内出荷量は以下に示すとおり。 
 

表1-4 ガラスびん利用商品の国内出荷量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④家庭系消費量 
家庭系消費量は、③で求めたガラスびん利用商品の国内出荷量（リターナブルびん及び輸入び

んを含む）に、容器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査結果に基づく容器包

装廃棄物比率（容器利用事業者：下記参照）を乗じて算出した。 
なお、容器包装廃棄物比率は、利用事業者と製造業者で異なるが、より廃棄段階に近い利用事

業者用の比率を用いた。さらに、平成６年度については、容器包装廃棄物比率が算定されていな

かったため、平成７年度の数値（平成９年度公表値）を用いた。 
 

表1-5 ガラスびんの容器包装廃棄物比率（容器利用事業者） 
 
 
 
 
 
 

出所：経済産業省「容器包装利用・製造等実態調査の結果について」（産業構造審議会容器包装リサイ

クルWG資料）の色別データ、業種別データを排出見込量比で加重平均して推計 
（色別加重平均の計算例）～平成15年度 食料品の場合～ 

a. 容器包装廃棄物比率（利用）：無色 95.422％、茶色 82.756％、その他色 97.799％ 
b. 排出見込量（利用）：無色 247,829ｔ、茶色 31,813ｔ、その他色 12,434ｔ 

平成６年度 平成８年度 平成１１年度 平成１５年度

食料品 86.22% 58.59% 93.88% 93.95%
清涼飲料 64.42% 74.09% 62.78% 66.88%
酒類 60.63% 65.27% 62.42% 66.13%
医薬品 12.41% 22.03% 87.37% 72.24%
化粧品 88.56% 96.58% 96.39% 98.09%
その他 29.57% 9.98% 47.15% 65.99%

平成6年度 平成8年度 平成11年度 平成15年度

回収量合計 8,125 4,500 3,100 1,950

食料品 2,377 1,317 907 570

清涼飲料 377 209 144 90

酒類 5,371 2,975 2,049 1,289

(単位：千ｔ)

平成６年度 平成８年度 平成１１年度 平成１５年度

食料品 2,872 1,806 1,369 995
清涼飲料 1,229 874 564 396
酒類 6,211 3,817 2,864 1,978
医薬品 304 313 331 359
化粧品 34 37 33 31
その他 3 3 2 1

計 10,652 6,850 5,163 3,760



 
 

⇒これらを合計して 292,076ｔ 
c. 容器包装利用量：無色  247,829÷0.95422＝259,719ｔ 

茶色   31,813÷0.82756＝38,442ｔ 
その他色 12,434÷0.97799＝12,714ｔ 
⇒これらを合計して 310,875ｔ 

d. 色別加重平均した容器包装廃棄物比率：292,076÷310,875＝93.95％ 

 
 

表1-6 ガラスびんの家庭系消費量（推計値） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
⑤自治体処理量 
 自治体処理量は、「④家庭系消費量」から、後述する「⑥分別収集量」、「⑦民間回収量」を差し

引いた値とした。 
 
 
⑥分別収集量 
分別収集量は、環境省の公表する「容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商

品化の実績について」の再商品化量（分別収集量から異物等を取り除いた量）を採用した。ただ

し、平成6年度、8年度は容器包装リサイクル法施行前であり、同データがないことから、平成6
年度は（社）全国都市清掃会議「平成６年度実績廃棄物処理事業実態調査統計資料（一般廃棄物）」

（平成９年７月）のガラス公共回収量の値を、平成８年度については（財）日本環境衛生センタ

ー「一般廃棄物処理事業実態調査」のガラス公共回収量の値を採用した。 
 

表1-7 ガラスびんの分別収集量 
（単位：千ｔ） 

  H6 年度 H8 年度 H11 年度 H15 年度 

分別収集量 504 606 714 800 

出所：社団法人全国都市清掃会議『平成６年度実績廃棄物処理事業実態調査統計資料（一般廃棄物）』（平成９

年７月）のガラス公共回収量（平成6年度）、（財）日本環境衛生センター「一般廃棄物処理事業実態調査」
のガラス公共回収量（平成8年度）、環境省「容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商
品化の実績について」の再商品化量（平成11年度、平成15年度） 

 

 
⑦民間回収量 
民間回収量については、a）家庭系のリターナブルびん回収分とb）民間ルートの家庭系回収量
（集団回収量等）の合計とした。 

a）家庭系のリターナブルびん回収分としては、③で示した「リターナブルびん回収量」（ガラ
スびんリサイクル促進協議会推計）に④で示した「容器包装廃棄物比率」を乗じて得られる家庭

(単位：千ｔ)

平成６年度 平成８年度 平成１１年度 平成１５年度

食料品 2,476 1,058 1,285 935
清涼飲料 792 648 354 265
酒類 3,766 2,491 1,788 1,308
医薬品 38 69 289 259
化粧品 30 36 32 31
その他 1 0 1 1

計 7,102 4,302 3,749 2,798



 
 

系リターナブル消費量の全量を計上した。 
b）民間ルートの家庭系回収量は、平成６年度は、『廃棄物処理事業実態調査統計資料（一般廃
棄物）』の「ガラス団体回収」分の値とし、平成8年度、11年度は、（財）日本環境衛生センター（環
境省）『一般廃棄物処理実態調査』の集団回収量（ガラス類）の値とした。平成15年度は、平成12
～13年度の一般廃棄物処理実態調査の実績値のトレンドから推計した。 

 
表1-8 ガラスびんの民間回収量 

（単位：千ｔ） 

  H6 年度 H8 年度 H11 年度 H15 年度 

民間回収量 5,659 2,976 2,304 1,488 

 
a）家庭系のリターナブル
びん回収分 

5,549 2,867 2,221 1,449 

 
b）民間ルートの家庭系回
収量（集団回収量等） 

110 109 83 39 

出所：リターナブルびん回収分については、ガラスびんリサイクル促進協議会のリターナブルびん使用量に「容

器包装廃棄物比率」を乗じた量の全量を計上。 
民間ルートの家庭系回収量については、社団法人全国都市清掃会議『平成６年度実績廃棄物処理事業実

態調査統計資料（一般廃棄物）』（平成９年７月）のガラス団体回収量（平成6年度）、（財）日本環境衛生
センター「一般廃棄物処理事業実態調査」のガラス団体回収量（平成8年度、11年度、15年度）※平成
15年度は平成12～13年度のトレンドで外挿して推計。 

 
 

 
⑧自治体最終処分量 
自治体処理に向かうガラスびんは不燃物もしくは焼却残渣として全量埋立処分されると仮定し、

自治体処理量全体を最終処分量とした。 
 
 
 
 



 
 

（２）ペットボトル 
ペットボトルについては、容器包装リサイクル法施行の3年前（平成6年度）、施行の前年（平成

8年度）、施行後3年目（平成11年度）、施行後7年目（平成15年度）の4時点におけるマテリアルフ
ローを推計した。推計したマテリアルフロー並びに推計の考え方を以下に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1-3 ペットボトルのマテリアルフロー（H6,8.11.15年度） 
※近年使用済みペットボトルの輸出が増大していると言われているが、輸出量に関してはデータが十

分に整備されていないことから、ここではその数値を考慮しないこととした。 

※ ※【 】  平成 15 年度 

【 】  平成 11 年度 

【 】  平成 8年度 

【 】  平成 6年度 

①   容器包装 
国内出荷量 

ｔ 143 千 

②   容器包装利用 
商品輸入量 

ｔ 3 千 

④  家庭系消費量
121 ｔ千
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0 ｔ千
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①   容器包装 
国内出荷量 

ｔ 415 千 

②   容器包装利用 
商品輸入量 

ｔ 9 千 

④  家庭系消費量
ｔ344 千

⑤  自治体処理量
136千 t

⑧   自治体最終
処分量 

ｔ 44 千 

③  容器包装利用商品 
国内出荷量 

ｔ 424 千 
事業系消費量

⑥  分別収集量

ｔ205 千

⑦  民間回収量

ｔ3 千

再商品化 

再商品化容器包装利用 
商品輸出量 



 
 

①容器包装国内出荷量 
ペットボトルの国内出荷量は、ＰＥＴボトル協議会調べによる指定表示製品PETボトル用のＰ
ＥＴ樹脂生産量を用いた。ただし、これは樹脂生産量であり、ボトル製造工程における成形ロス

分も含まれていることから、この量を控除した値とした。成形ロス分については、PETボトルリ
サイクル推進協議会による推計値約20,000ｔ（平成14年）から算出した成形ロス発生率（4.8％）
が毎年一定であると仮定して推計した。 

 
表1-9 PETボトル国内出荷量（成形ロス分控除後） 

（単位：千ｔ） 

 
 
 
 

出所：PETボトル協議会。成形ロス分はPETボトルリサイクル推進協議会推計値から成形ロス発生率が
毎年一定であると仮定して同量を控除。 

 
 
②容器包装利用商品輸入量 
 輸入飲料に利用されているPETボトル重量については、PETボトルリサイクル推進協議会によ
る平成15年の推計値9千ｔがある。ここでは、平成15年については同値を採用し、他の年次につ
いては、上記国内出荷量に比例して同量が変化するものと仮定して推計した。なお、輸入分の全

量が清涼飲料であると仮定した。 
 

表1-10 容器包装利用商品輸入量 
（単位：千ｔ） 

 
 
 
 

出所：PETボトルリサイクル推進協議会の推計値を、国内出荷量に比例して変化するものと仮定して推
計。商品区分別には全量が清涼飲料であると仮定。 

 
 
③容器包装利用商品の国内出荷量 

PETボトル利用商品の国内出荷量については、「①容器包装国内出荷量」、「②容器包装利用商品
輸入量」の合計値とした。 

 
表1-11 PETボトル利用商品の国内出荷量 

（単位：千ｔ） 

 
 
 
 
 
④家庭系消費量 
  家庭系消費量は、食料品（しょう油）、清涼飲料、酒類の業種ごとに定められている容器包装廃
棄物比率を③容器包装利用商品の国内出荷量に掛けて算出した。 

平成6年 平成8年 平成11年 平成15年
醤油 13 13 12 12
清涼飲料 121 142 293 393
酒類 10 10 11 10
合計 143 165 316 415

平成6年 平成8年 平成11年 平成15年
醤油 0 0 0 0
清涼飲料 3 4 7 9
酒類 0 0 0 0
合計 3 4 7 9

平成6年 平成8年 平成11年 平成15年
醤油 13 13 12 12
清涼飲料 124 145 300 402
酒類 10 10 11 10
合計 146 168 323 424



 
 

 なお、容器包装廃棄物比率は、利用事業者と製造業者で異なるが、より廃棄段階に近い利用事

業者用の比率を用いた。また、平成６年度については、容器包装廃棄物比率が算定されていなか

ったため、平成７年度の数値（平成９年度公表値）を用いた。 
 

表1-12 PETボトルの容器包装廃棄物比率（容器利用事業者） 
 
 
 
 

出所：経済産業省「容器包装利用・製造等実態調査の結果について」（産業構造審議会容器包装リサ

イクルWG資料）の業種別データを排出見込量で加重平均して推計 

 
 

表1-13 PETボトルの家庭系消費量（推計値） 
（単位：千ｔ） 

 
 
 
 
 
 
 
⑤自治体処理量 
 自治体処理量は、「④家庭系消費量」から、後述する「⑥分別収集量」、「⑦民間回収量」を差し

引いた値とした。 
ただし、近年使用済みPETボトルの輸出量が増大しており、「④家庭系消費量」のうち、後述す
る「⑥分別収集量」、「⑦民間回収量」以外にも相当量が輸出されているとの見方もある。しかし

ながら、これら輸出量に関してはデータが十分に整備されていないことから、ここでは「⑥分別

収集量」、「⑦民間回収量」を差し引いた全量を自治体処理量として計上することとした。 
 
 
⑥分別収集量 
分別収集量は、環境省の公表する「容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商

品化の実績について」の再商品化量（分別収集量から異物等を取り除いた量）を採用した。ただ

し、平成6年度、8年度は容器包装リサイクル法施行前であり、同データがないことから、PETボ
トル協議会の統計値を用いた。 
 

表1-14 PETボトルの分別収集量 
    （単位：千ｔ） 

  H6 年度 H8 年度 H11 年度 H15 年度 

分別収集量 1.3 5.1 71 205 

出所：PETボトル協議会調べ（H6、H8年度）、環境省「容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集
及び再商品化の実績について」の再商品化量（平成11年度、平成15年度） 

 
 
⑦民間回収量 
民間ルートの家庭系回収量について、平成11年度は環境省『一般廃棄物処理実態調査』の集団

H6年度（数値
はH7年度）

H8年度 H11年度 H15年度

醤油 71.45% 77.07% 90.70% 81.09%
清涼飲料 84.04% 88.45% 85.28% 81.13%
酒類 84.04% 77.08% 84.86% 77.42%

H6年度（数値
はH7年度）

H8年度 H11年度 H15年度

醤油 9 10 11 10
清涼飲料 104 129 256 326
酒類 8 8 9 8
合計 121 146 276 344



 
 

回収量（ペットボトル）の値とした。平成15年度は、平成12～13年度の一般廃棄物処理実態調査
の実績値のトレンドから推計した。また、平成6年度、8年度についてはデータがないことからゼ
ロとした。 
 
 

表1-15 PETボトルの民間回収量 
     （単位：千ｔ） 

  H6 年度 H8 年度 H11 年度 H15 年度 

民間回収量 0 0 1 3 

出所：環境省「一般廃棄物処理実態調査」のペットボトル集団回収量（平成15年度は、平成12～13年度
実績値のトレンドを用いて推計） 

 
 
⑧自治体最終処分量 
自治体最終処分量は、分別収集以外の収集区分の内訳が不明であることから、厚生省（現環境

省）の生活環境審議会廃棄物処理部会「容器包装リサイクルの実施による市町村の費用負担に関

する試算について」（平成12年6月19日）における設定値を参考に、自治体処理量のうち70％が可
燃ごみ、30％が不燃ごみとして収集されていると仮定した。可燃ごみについては自治体処理量の
4.0％（焼却残渣として）※が、不燃ごみについては全量が埋立処分されるとして推計した。 

 
※可燃ごみの焼却残渣率は、（1－水分％）×灰分％÷（1－強熱減量）に基づき算定 

水 分 ％＝16.25％（東京都清掃研究所「家庭ごみ調査（1985年～1997年：65検体）」のプラスチック類
湿ベース値） 

灰 分 ％＝4.55％（東京都清掃研究所「家庭ごみ調査（1985年～1997年：65検体）」のプラスチック類風
乾ベース値） 

強熱減量＝4％（北海道大学工学研究科廃棄物処分工学分野『都市ごみの総合管理を支援する評価計算シ
ステムの開発に関する研究』1998年５月における設定値の平均値） 



 
 

（３）紙製容器包装 
紙製容器包装については、容器包装リサイクル法施行の前年（平成11年度）、施行後2年目（平

成13年度）、施行後4年目（平成15年度）の3時点におけるマテリアルフローを推計した。推計し
たマテリアルフロー並びに推計の考え方を以下に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1-4 紙製容器包装のマテリアルフロー（Ｈ11、13、15年度） 
 
 
 
 
 

【  平成 11 年度】 

【  平成 13 年度】 

【  平成 15 年度】 

①   容器包装 
国内出荷量 

ｔ 1,787 千 

②   容器包装利用 
商品輸入量 
－ ｔ   千 

④  家庭系消費量
ｔ1,345 千

⑤  自治体処理量
1,344 千 t

⑧   自治体最終
処分量 

ｔ 114 千 

③  容器包装利用商品 
国内出荷量 

ｔ 1,787 千 
事業系消費量

⑥  分別収集量
ｔ2 千

⑦  民間回収量
ｔ0 千

再商品化

再商品化
容器包装利用
商品輸出量

①   容器包装 
国内出荷量 
1,752 ｔ 千 

②   容器包装利用 
商品輸入量 

ｔ － 千 

④  家庭系消費量
ｔ1,219 千

⑤  自治体処理量
1,174 千 t

⑧   自治体最終
処分量 
100 ｔ 千 

③  容器包装利用商品 
国内出荷量 

ｔ 1,752 千 
事業系消費量

⑥  分別収集量
ｔ45 千

⑦  民間回収量
ｔ0 千

再商品化

再商品化
容器包装利用
商品輸出量

①   容器包装 
国内出荷量 

ｔ 1,758 千 

②  容器包装利用 
商品輸入量 

ｔ － 千 

④  家庭系消費量
ｔ1,186 千

⑤  自治体処理量
1,116 千 t

⑧   自治体最終
処分量 

ｔ 95 千 

③  容器包装利用商品 
国内出荷量 

ｔ 1,758 千 
事業系消費量

⑥  分別収集量
ｔ70 千

⑦  民間回収量
ｔ0 千

再商品化

再商品化
容器包装利用
商品輸出量



 
 

①容器包装国内出荷量 
紙製容器包装の国内出荷量については、ア）国内生産された紙・板紙の出荷量、イ）紙・板紙

の輸入量、ウ）紙製容器包装の輸入量の合計量と考えた。 
ア）国内生産された紙の出荷量については、日本製紙連合会による紙・板紙の用途別需給統計

に基づくデータがあるが、これらの品種のうち、主に「包装用紙」、「紙器用板紙」が紙製容器包

装となりうると考えられる。 
ただし、前者には事務用紙やダイレクトメール封筒に用いられるものが、後者には書籍表紙や

絵はがきなどに用いられるものが含まれているなど、必ずしも “容器包装”とは一致しないもの
も含まれている。 

 
表1-16 紙・板紙の用途別国内出荷量（ア） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：日本製紙連合会 

 
イ）紙の輸入量については、日本製紙連合会が通関統計のデータを集計したデータがあり、こ

のうち主に「包装用紙」「白板紙」が紙製容器包装となりうると考えられる。ただし、ア）と同様

にこれらにも“容器包装”に合致しないものが含まれると考えられる。 
 

表1-17 紙・板紙の輸入量（イ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：日本製紙連合会が通関統計データを基に集計 

 
 
ウ）紙製容器包装の輸入量については、通関統計データから紙製容器包装に該当すると思われ

る品目を抽出した。結果は次表のとおり。 
 

表1-18 紙製容器包装の輸入量（ウ） 
 
 
 

出所：通関統計 

（単位：千ｔ）
平成11年 平成13年 平成15年

紙 新聞巻取紙 3,176 3,305 3,325
印刷・情報用紙 10,823 10,697 10,500
包装用紙 1,011 976 941
衛生用紙 1,697 1,730 1,673
雑種紙 1,029 1,025 1,021

板紙 段ボール原紙 9,003 9,132 9,095
紙器用板紙 1,913 1,843 1,866
その他の板紙 986 945 879

合計 29,639 29,654 29,301
（包装用紙＋紙器用板紙） 2,924 2,819 2,808

（単位：千ｔ）
平成11年 平成13年 平成15年

紙 新聞用紙 594 612 506
印刷用紙 305 714 1,001
包装用紙 10 9 3
衛生用紙 4 8 25
その他の紙 25 21 24

板紙 段ボール原紙 121 75 107
白板紙 110 144 162
その他の板紙 0 1 2

合計 1,169 1,583 1,830
（包装用紙＋白板紙） 120 153 165

（単位：千ｔ）
平成11年 平成13年 平成15年

紙製・板紙製の箱（段ボール製除く） 5 8 11
紙製・板紙製の袋 18 25 31
包装容器 1 2 4



 
 

 
以上より、紙製容器包装に該当する可能性があるものの国内出荷量は次表に示すとおりとなる。 
 

表1-19 紙製容器包装の国内出荷量（日本製紙連合会、通関統計データ） 
 
 
 
 
 
 
 
しかしながら、前述したように上記データには“容器包装”に合致しないものが含まれている

ことから、これらを控除する必要がある。経済産業省「容器包装利用・製造等実態調査の結果に

ついて」（産業構造審議会容器包装リサイクルWG資料）にて公表されている容器包装廃棄物の排
出見込量は容器包装リサイクル法における“容器包装”のみを対象としていることから、ここで

は、同量を用いて容器包装の出荷量を推計した。 
平成16年度の排出見込量（包装についても計上する必要があることから、利用事業者の数値を
採用）は次表に示すとおりである。排出見込量には小規模事業者分が含まれていないことから、

経済産業省「再商品化義務量の算定に係る量、比率等（案）について」（産業構造審議会容器包装

リサイクルWG資料）特定事業者責任比率で割り戻すことで小規模事業者分も含んだ量を推計し
た。さらに、業務用の出荷量等も含めた容器包装出荷量を推計するため、「容器包装利用・製造等

実態調査の結果について」の容器包装廃棄物比率（利用事業者）で割り戻した。 
 
 
表1-20 容器包装利用・製造等実態調査結果に基づく紙製容器包装の排出見込量、出荷量の推計 

 
 
 
 
 
 

出所：経済産業省「容器包装利用・製造等実態調査の結果について」「再商品

化義務量の算定に係る量、比率等（案）について」（産業構造審議会容

器包装リサイクルWG資料） 

 
 
したがって、ここでは上記日本製紙連合会並びに通関統計データに基づく紙製容器包装の平成

15年度出荷量3,019千ｔのうち、容リ法で定める容器包装の量が1,758千ｔであり、その比率（1,758
千ｔ/3,019千ｔ＝58.2％）が毎年一定であると仮定して、紙製容器包装の出荷量を推計した。さ
らに、「容器包装利用・製造等実態調査の結果について」の業種別排出見込量を用いて業種別に按

分した。 
 
 

（単位：千ｔ）
平成11年 平成13年 平成15年

ア）国内生産された紙・板紙の出荷 2,924 2,819 2,808
イ）紙・板紙輸入 120 153 165
ウ）紙製容器包装輸入 24 35 46
合計 3,068 3,008 3,019

（単位：千ｔ）
排出見込量（A） 1,060

容器 849
包装 211

特定事業者責任比率（B） 93%
小規模事業者分も含む排出見込量（C＝A/B） 1,140
容器包装廃棄物比率（D） 64.8%
容器包装出荷量（C/D） 1,758



 
 

表1-21 紙製容器包装の国内出荷量（推計値） 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：日本製紙連合会、通関統計データによる紙製容器包装の国内出荷量を、紙製容器包装の

比率58.2％で割り戻し、経済産業省「容器包装利用・製造等実態調査の結果について」（産
業構造審議会容器包装リサイクルWG資料）の排出見込量データを用いて業種別に按分。 

 
 
②容器包装利用商品輸入量 
商品輸入に伴う紙製容器包装の輸入量については、統計データがないことから、ここではフロ

ーに計上しないこととした。 
 
 
③容器包装利用商品の国内出荷量 
紙製容器包装利用商品の国内出荷量は、「①容器包装国内出荷量」と「②容器包装利用商品輸入

量」の合計値であると考えられるが、②の量が不明であることから、ここでは①の量に等しいと

仮定した。 
 
 
④家庭系消費量 
家庭系消費量については、③で推計した紙製容器包装利用商品の国内出荷量に、容器包装利用・

製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査結果に基づく容器包装廃棄物比率（容器利用事業

者：下記参照）を乗じて算出した。 
なお、容器包装廃棄物比率は、利用事業者と製造事業者で異なるが、より廃棄段階に近い利用

事業者の比率を用いた。 
 

表1-22 紙製容器包装の容器包装廃棄物比率（容器利用事業者） 
 
 
 
 
 
 
 

出所：経済産業省「容器包装利用・製造等実態調査の結果について」（産業構造審議会容器包装

リサイクルWG資料）の容器・包装別データを排出見込量比で加重平均して推計。包装に
ついては業種別のデータがないため、各業種の比率は一定と仮定。 

 
 
 
 

（単位：千ｔ）
平成11年度 平成13年度 平成15年度

１．食料品 582 622 490
２．清涼飲料、茶･コーヒー 61 44 40
３．酒類 109 124 110
４．油脂加工 86 78 76
５．医薬品 53 69 66
６．化粧品 64 42 75
７．小売業 331 228 317
８．その他 500 544 585
合　計 1,787 1,752 1,758

平成11年度 平成13年度 平成15年度
１．食料品 82.20% 77.33% 79.17%
２．清涼飲料、茶･コーヒー 68.60% 71.77% 66.48%
３．酒類 73.39% 62.18% 67.32%
４．油脂加工 93.78% 95.30% 93.09%
５．医薬品 64.37% 65.85% 68.11%
６．化粧品 92.33% 88.60% 89.70%
７．小売業 71.92% 65.32% 67.51%
８．その他 66.56% 59.37% 51.39%



 
 

表1-23 紙製容器包装の家庭系消費量（推計値） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、上記推計値の妥当性について分析するという観点から、「a）紙製容器包装リサイクル推
進協議会による推計値」及び「b）ごみの組成データに基づく推計値」との比較を行った。 
 
 
a）紙製容器包装リサイクル推進協議会による推計値 
紙製容器包装リサイクル推進協議会では、日本製紙連合会の国内出荷データ、通関統計による

輸入データを基に、紙・板紙品種別に法対象の“容器包装”該当分に関する仮定を置いて、容器

包装リサイクル法の対象となる紙製容器包装の量を推計している。これによれば、紙製容器包装

の家庭系消費量は2,081～2,105千トンとなる。 
 
 

表1-24 紙製容器包装リサイクル推進協議会による紙製容器包装量推計値 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：千ｔ）
平成11年度 平成13年度 平成15年度

１．食料品 479 481 388
２．清涼飲料、茶･コーヒー 42 32 26
３．酒類 80 77 74
４．油脂加工 81 75 70
５．医薬品 34 45 45
６．化粧品 59 37 67
７．小売業 238 149 214
８．その他 333 323 301
合　計 1,345 1,219 1,186

●包装用紙（単位：千トン）
2000年 2004年

包装用紙国内出荷　（A） 1,030 951
重袋用＜業務用と想定＞　（B） 377 351
粘着テープ原紙　（C） 37 34
D＝A-（B+C） 615 565

包装用紙輸入　（E） 12 5
重袋用＜業務用と想定＞　（F） 4 2
G＝E-F 9 3

H＝D+G 624 568
うち包装用途＜7割と推定＞　I＝H*0.7 437 398
うち包装そのものが商品であるもの＜1割と推定＞　J＝I*0.1 44 40
容リ法対象「包装」（原紙ベース）　K＝I-J 393 358

紙袋輸入　（L） 21 37
大型袋＜底の幅40cm超、業務用と想定＞　（M） 6 8
N＝（L-M）*0.9　＜1割は包装そのものが商品と推定＞ 14 26

容リ法対象「包装」計　O＝K+N 407 384

※粘着テープ原紙は日本粘着テープ工業会の統計より推計



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b）ごみの組成データに基づく推計値 
環境省では「容器包装廃棄物排出実態調査」において、6都市を対象に家庭ごみ（可燃・不燃ご
み、資源ごみ等）中の組成について調査している（下記参照）。 
 

表1-25 一般ごみ組成データ 
湿重量比率（％）   

平成 11年度 平成 13年度 平成 15年度 

その他の紙製容器包装 4.17 4.15 4.28 
  食料品用パック（アルミ無し） 0.00 0.01 0.03 
  複合アルミ箔 0.22 0.23 0.26 
  紙コップ・カップ 0.2 0.19 0.21 
  コンポジット缶 0.02 0.01 0.01 
  紙製トレイ 0.19 0.23 0.26 
  紙箱 2.6 2.45 2.5 
  商品の紙袋 0.31 0.36 0.5 
  販売店の紙袋・包装紙 0.44 0.54 0.47 
  その他の容器包装 0.19 0.13 0.04 

出所：平成11年度：（財）日本環境衛生センター、平成13～15年度：環境省容器包装廃棄物排出実態調査 

 
 
 

●紙器用板紙・紙管原紙（単位：千トン）
2000年 2004年

紙器用板紙国内出荷　（ア） 1,932 1,827
商業印刷、出版・書籍用等容器以外＜15%と推定＞　イ＝ア*0.15 290 274
国産飲料容器原紙推計　（ウ） 25 20
マイクロフルート向け　（エ） 0 25
オ＝ア-（イ+ウ+エ） 1,617 1,508

紙器用板紙輸入　（カ） 125 204
うち非塗工のもの＜・・飲料容器原紙とみなす＞　（キ） 38 30
ク＝カ-キ 87 174

ポリエチレンコート紙輸入　（ケ） 386 218
飲料容器原紙供給＜原紙+PEコート紙＞　コ＝ウ+キ+ケ 449 268
うちアルミ箔使用のもの＜8%と推定＞　（サ） 45 21

紙製容器（段ボール箱除く）輸入　（シ） 9 8
うちほぼ業務用と特定できるもの　（ス） 1 0
セ＝シ-ス 8 8

紙管原紙国内出荷　（ソ） 279 315
うち容器向け推計　（タ） 10 10

容リ法対象「容器」計　チ＝オ+ク+サ+セ+タ 1,767 1,721

容リ法対象「容器」+「包装」合計　O+チ 2,174 2,105

※商業印刷等のウェートは日本製紙連合会調査により推計



 
 

一方、環境省「日本の廃棄物処理」によれば、平成11年度の一般ごみ（混合ごみ、可燃ごみ、
不燃ごみ、資源ごみ、その他の合計から許可業者搬入分を控除）量は33,227千ｔであることから、
上記一般ごみ組成データより推計した紙製容器包装の量は33,227千ｔ×4.17％＝1,386千ｔとな
る。 
また、平成13年度については33,495千ｔ×4.15％＝1,390千ｔとなる（平成15年度については

ごみ収集量の実績が公表されていないため推計せず）。 
 
 
本マテリアルフローに用いた推計値と上記の各種推計値を比較した結果は以下のとおりである。

マテリアルフローに用いた推計値は、a）紙製容器包装リサイクル推進協議会の推計値よりは小さ
い値となり、b）ごみの組成データに基づく推計値とはほぼ同水準となっていた。 
 

表1-26 家庭系消費量の推計値の比較 
推計方法 推計結果（千ｔ） 留意点等 

国内出荷量×容器包装廃棄物比

率（マテリアルフロー採用値） 
 

1,186～1,345 
 

a）紙製容器包装リサイクル推進
協議会による推計値 
 2,081～2,105 

紙の出荷段階、紙製容器包装の製造段階

における推計であり、製造時点では最終

的な容器包装の利用実態が見えにくいこ

とから、やや大きめの値になる可能性が

ある。 
b）ごみの組成データに基づく推
計値 1,386～1,390 

6都市の平均値でありデータの代表性等
に課題。水分が含まれているなど大きめ

の値となる可能性がある。 
 
 
 
⑤自治体処理量 
 自治体処理量は、「④家庭系消費量」から、後述する「⑥分別収集量」、「⑦民間回収量」を差し

引いた値とした。 
 
 
⑥分別収集量 
分別収集量は、環境省の公表する「容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商

品化の実績について」の再商品化量（分別収集量から異物等を取り除いた量）を採用した。ただ

し、平成11年度については分別収集の実績データがないことから、平成12年に（財）日本容器包
装リサイクル協会の実施した「市町村における紙製容器包装の分別収集に関する実態調査」にお

いて、平成11年以前から分別収集を開始していると回答した自治体数（18自治体）に、平成12年
度の分別収集実績に基づく1自治体あたりの収集量（101ｔ）を乗じた値（1,818ｔ）とした。 

 
表1-27 紙製容器包装の分別収集量 

    （単位：千ｔ） 

  H11 年度 H13 年度 H15 年度 

分別収集量 1.8 45 70 

出所：（財）日本容器包装リサイクル協会の実施した「市町村における紙製容器包装の分別収集に関する

実態調査」より推計（H11年度）、環境省「容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再
商品化の実績について」の再商品化量（平成13年度、平成15年度） 



 
 

 
 
⑦民間回収量 
民間ルートの家庭系回収分については、新聞・段ボール・雑誌類が中心であることから、紙製

容器包装の収集はないものと仮定した。 
 
 
⑧自治体最終処分量 
自治体最終処分量は、都市ごみの組成別灰分データ（下記、東京都データと大阪市データの紙

類の平均値）を基に自治体処理量の8.5％※が焼却残渣として埋立処分されるとして推計した。 
 
※焼却残渣率は、（1－水分％）×灰分％÷（1－強熱減量）に基づき算定 

水 分 ％＝15.69％（東京都清掃研究所「家庭ごみ調査（1985年～1997年：65検体）」の紙類湿ベース値） 
灰 分 ％＝9.7％（東京都清掃研究所「家庭ごみ調査（1985年～1997年：65検体）」の紙類風乾ベース値） 
強熱減量＝4％（北海道大学工学研究科廃棄物処分工学分野『都市ごみの総合管理を支援する評価計算シ

ステムの開発に関する研究』1998年５月における設定値の平均値） 

 
 



 
 

（４）プラスチック製容器包装 
プラスチック製容器包装については、容器包装リサイクル法施行の前年（平成11年度）、施行後

2年目（平成13年度）、施行後4年目（平成15年度）の3時点におけるマテリアルフローを推計した。
推計したマテリアルフロー並びに推計の考え方を以下に示す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図1-5 プラスチック製容器包装のマテリアルフロー（Ｈ11、13、15年度） 

 

 

 

【 】  平成 11 年度 

【 】  平成 13 年度 

【 】  平成 15 年度 

①   容器包装 
国内出荷量 

ｔ 3,987 千 

②   容器包装利用 
商品輸入量 
－ ｔ   千 

④  家庭系消費量
ｔ3,025 千

⑤  自治体処理量 
2,993 千 t

⑧   自治体最終
処分量

ｔ981 千

③  容器包装利用商品 
国内出荷量 

ｔ 3,987 千 
事業系消費量

⑥  分別収集量
ｔ32 千

⑦  民間回収量
ｔ0.2 千

再商品化

再商品化
容器包装利用
商品輸出量

①   容器包装 
国内出荷量 

ｔ 4,340 千 

②   容器包装利用 
商品輸入量 

ｔ － 千 

④  家庭系消費量
ｔ3,165 千

⑤  自治体処理量 
2,967 千 t

⑧   自治体最終
処分量

ｔ973 千

③  容器包装利用商品 
国内出荷量 

ｔ 4,340 千 
事業系消費量

⑥  分別収集量
ｔ180 千

⑦  民間回収量
ｔ0.4 千

再商品化

再商品化
容器包装利用
商品輸出量

①   容器包装 
国内出荷量 

ｔ 4,043 千 

②   容器包装利用 
商品輸入量 

ｔ － 千 

④  家庭系消費量
ｔ3,044 千

⑤  自治体処理量 
2,642 千 t

⑧   自治体最終
処分量

ｔ866 千

③  容器包装利用商品 
国内出荷量 

ｔ 4,043 千 
事業系消費量

⑥  分別収集量
ｔ385 千

⑦  民間回収量
ｔ0.6 千

再商品化

再商品化
容器包装利用
商品輸出量



 
 

①容器包装国内出荷量 
 
プラスチック製容器包装の国内出荷量については、（社）プラスチック処理促進協会の推計によ

るプラスチックフロー（以下、「プラ処理協フロー」という）の国内樹脂製品消費量の用途別デー

タがある（PETボトル（飲料用、酒類用、しょうゆ用）を含む）。 
 

表1-28 国内樹脂製品消費量 
 
 
 
 
 
 
 

出所：（社）プラスチック処理促進協会 

 
ただし、上記容器包装消費量データにはプラスチック製容器包装に該当しないもの（飲料・し

ょう油用PETボトル、ビールケースなどのコンテナ等）が含まれていることからこれらの出荷量
を控除した量をプラスチック製容器包装の出荷量とした。なお、PETボトル出荷量についてはPET
ボトル協議会調べの樹脂需要量データを用いた。また、コンテナの量については、通商産業省「化

学産業としての循環型経済社会構築のための研究会」における容器包装用の樹脂消費量に占める

コンテナ等用の樹脂消費量の比率5.1％（1996年値）が毎年一定であるとして推計した。さらに、
経済産業省「容器包装利用・製造等実態調査の結果について」（産業構造審議会容器包装リサイク

ルWG資料）の業種別排出見込量を用いて業種別に按分した。 
 

表1-29 プラスチック製容器包装出荷量（推計値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：容器包装の出荷量については（社）プラスチック処理促進協会の容器包装用国内樹脂製

品消費量データ。PETボトル出荷量についてはPETボトル協議会のPETボトル用樹脂需
要量データ（飲料、しょうゆ、酒類用）。コンテナ等の量については、通商産業省「化学

産業としての循環型経済社会構築のための研究会」における容器包装用の樹脂消費量に

占めるコンテナ等用の樹脂消費量の比率5.1％（1996年値）が毎年一定であるとして推計。
業種別の按分は経済産業省「容器包装利用・製造等実態調査の結果について」（産業構造

審議会容器包装リサイクルWG資料）の排出見込量の比を用いた。 

 
 
 

（単位：千ｔ）
平成11年度 平成13年度 平成15年度

容器包装 4,551 4,998 4,720
PETボトル 332 403 437
コンテナ等（容器包装の5.1％） 232 255 241
容器包装（PETボトル、コンテナ等除く） 3,987 4,340 4,043

１．食料品 1,879 2,047 1,753
２．清涼飲料、茶･コーヒー 109 97 136
３．酒類 28 21 17
４．油脂加工 214 173 134
５．医薬品 80 107 95
６．化粧品 259 188 213
７．小売業 956 1,214 1,171
８．その他 462 493 523

（単位：千ｔ）
平成11年 平成13年 平成15年

容器包装 4,551 4,998 4,720
建材 1,643 1,534 1,540
電気・機械 1,524 1,469 1,640
家庭用品他 1,416 1,337 1,310
輸送 1,005 1,074 1,210
農林水産 216 252 190
その他 422 307 400
合　計 10,778 10,971 11,010



 
 

②容器包装利用商品輸入量 
商品輸入に伴うプラスチック製容器包装の輸入量については、統計データが整備されていない

ため、ここでは計上しないこととした（なお、先述したプラ処理協フローでは自動車として輸入

されるプラスチックのみを計上している）。 
 
 
③容器包装利用商品の国内出荷量 
プラスチック製容器包装利用商品の国内出荷量は、「①容器包装国内出荷量」と「②容器包装利

用商品輸入量」の合計値であると考えられるが、②の量が不明であることから、ここでは①の量

に等しいと仮定した。 
 
 
④家庭系消費量 
家庭系消費量については、③で推計したプラスチック製容器包装利用商品の国内出荷量に、容

器包装利用・製造等実態調査及び容器包装廃棄物分類調査結果に基づく容器包装廃棄物比率（容

器利用事業者：下記参照）を乗じて算出した。 
なお、容器包装廃棄物比率は、利用事業者と製造事業者で異なるが、より廃棄段階に近い利用

事業者の比率を用いた。 
 
 

表1-30 プラスチック製容器包装の容器包装廃棄物比率（容器利用事業者） 
 
 
 
 
 
 
 

出所：経済産業省「容器包装利用・製造等実態調査の結果について」の容器・包装別データを

排出見込量比で重み付けして推計。包装については業種別のデータがないため、各業種

の比率は一定と仮定。 

 
 

表1-31 プラスチック製容器包装の家庭系消費量（推計値） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
次に、上記推計値の妥当性について分析する観点から、「a）プラ処理協フローに基づく一般廃
棄物プラスチック排出量データ」及び「b）ごみの組成データに基づく推計値」との比較を行った。 

 

（単位：千ｔ）
平成11年度 平成13年度 平成15年度

１．食料品 1,432 1,541 1,318
２．清涼飲料、茶･コーヒー 88 67 97
３．酒類 20 14 13
４．油脂加工 185 146 110
５．医薬品 15 41 35
６．化粧品 245 164 198
７．小売業 831 1,000 1,041
８．その他 210 193 232
合　計 3,025 3,165 3,044

平成11年度 平成13年度 平成15年度
１．食料品 76.21% 75.27% 75.19%
２．清涼飲料、茶･コーヒー 80.82% 68.76% 71.10%
３．酒類 69.76% 67.79% 75.82%
４．油脂加工 86.24% 84.07% 82.11%
５．医薬品 18.46% 38.33% 36.97%
６．化粧品 94.89% 87.05% 92.72%
７．小売業 86.89% 82.35% 88.91%
８．その他 45.47% 39.18% 44.43%



 
 

a）プラ処理協フローに基づく一般廃棄物プラスチックの排出量データ 
プラ処理協フローの推計では、過去15年分の国内消費投入データと用途別の寿命予想に基づく
シミュレーションによって推計した排出量について、プラスチック用途別に一般、産業別排出比

率を設定し、一般廃棄物、産業廃棄物の排出量を推計している。 
上記方法に基づくプラスチック（一般廃棄物）の排出量の推計データは次表のとおりとなる。 
 

表1-32 プラ処理協フローに基づくプラスチック（一般廃棄物）の排出量データ 
 
 
 
 
 
 
 
 

出所：（社）プラスチック処理促進協会 

 
 
上記容器包装の排出量にはPETボトル（飲料、しょうゆ、酒類用）が含まれるので、PETボト

ル協議会のPETボトル出荷量分を控除した値は2,980～3,221千ｔとなる。なお、本データには結
束バンド、コンテナ、パレットなど容リ法上で定められた「容器包装」に該当しないものも含ま

れているため、実際の値よりも若干大きな数値となっていると考えられる。 
 

表1-33 プラ処理協フローに基づくプラスチック製容器包装の排出量 
 
 
 
 

※PETボトルについてはPETボトル協議会のPETボトル用樹脂需要量データ（飲料、し
ょうゆ、酒類用）。 

 
 
b）ごみの組成データに基づく推計値 
環境省「日本の廃棄物処理」によれば、平成11年度の一般ごみ（混合ごみ、可燃ごみ、不燃ご

み、資源ごみ、その他の合計から許可業者搬入分を控除）量は33,227千ｔであることから、下記
一般ごみ組成データより推計したプラスチック製容器包装の量は33,227千ｔ×9.22％＝3,064千
ｔとなる。 
また、平成13年度については33,495千ｔ×8.95％＝2,998千ｔとなる（平成15年度については

ごみ収集量の実績が公表されていないため推計せず）。 
 

（単位：千ｔ）
平成11年 平成13年 平成14年

容器包装 3,553 3,383 3,536
建材 0 0 0
電気・機械 206 175 183
家庭用品他 1,177 1,040 1,087
輸送 0 0 0
農林水産 0 0 0
その他 343 262 274
合　計 5,280 4,860 5,080

（単位：千ｔ）
平成11年度 平成13年度 平成15年度

容器包装 3,553 3,383 3,536
PETボトル 332 403 437
PETボトルを除く容器包装 3,221 2,980 3,099



 
 

表1-34 一般ごみ組成データ 
湿重量比率（％）   

平成 11年度 平成 13年度 平成 15年度 
その他のプラスチック製容器包装 9.22 8.95 8.55 
  発泡スチロールトレイ 0.33 0.28 0.27 
  その他のトレイ 0.35 0.34 0.27 
  PET 以外のプラスチックボトル 0.77 0.73 0.59 
  食料品のパック・カップ 1.41 1.57 1.78 
 複合アルミ箔 0.51 0.52 0.50 
 商品の袋（アルミ無し） 2.45 2.52 2.29 
  販売店の袋 2.12 2.05 1.99 
  ラップ・ネット 0.72 0.41 0.39 
  緩衝材・詰め物 0.12 0.13 0.15 
  その他の容器包装・梱包材 0.39 0.40 0.32 
 飲料・しょう油以外の PET ボトル 0.05 0.12 0.11 

（出所）平成11年度：（財）日本環境衛生センター、平成13～15年度：環境省容器包装廃棄物排出実態調査 

 
 
本マテリアルフローに用いた推計値と上記の各種推計値を比較した結果は以下のとおりである。

マテリアルフローに用いた推計値は、a）プラ処理協フローに基づく一般廃棄物プラスチックの排
出量データ、b）ごみの組成データに基づく推計値とほぼ同水準となっている。 
 
 

表1-35 家庭系消費量の推計値の比較 
推計方法 推計結果（千ｔ） 留意点等 

国内出荷量×容器包装廃棄物比

率（フロー採用値） 3,025～3,165 
 

a）プラ処理協フローに基づく一
般廃棄物プラスチックの排出量

データ 
2,980～3,221 

パレット、フレキシブルコンテナ等容リ

法上の容器包装以外のものも含まれる。

b）ごみの組成データに基づく推
計値 2,998～3,064 

6都市の平均値でありデータの代表性等
に課題。水分が含まれているなど大きめ

の値となる可能性がある。 
 
 
⑤自治体処理量 
 自治体処理量は、「④家庭系消費量」から、後述する「⑥分別収集量」、「⑦民間回収量」を差し

引いた値とした。 
 
 
⑥分別収集量 
分別収集量は、環境省の公表する「容器包装リサイクル法に基づく市町村の分別収集及び再商

品化の実績について」の再商品化量（分別収集量から異物等を取り除いた量）を採用した。平成

11年度についてはプラスチック製容器包装としての実績データがないことから、環境省の「一般
廃棄物処理実態調査」に基づくプラスチック類の収集ごみ資源化量46,038ｔを、一般ごみの組成
調査（（財）日本環境衛生センター）に基づく容器包装プラと非容器包装プラの比率（9.3：3.9）
で按分した値32,461ｔを採用した。 

 



 
 

表1-36 プラスチック製容器包装の分別収集量 
    （単位：千ｔ） 

  H11 年度 H13 年度 H15 年度 

分別収集量 32 180 385 

出所：平成11年度については、環境省「一般廃棄物処理実態調査」に（財）日本環境衛生センター調べに
よるごみ組成データを乗じて推計。平成13年度、平成15年度については、環境省「容器包装リサイ
クル法に基づく市町村の分別収集及び再商品化の実績について」の再商品化量 

 
 
⑦民間回収量 
民間ルートの家庭系回収分については、環境省の「一般廃棄物処理実態調査」の集団回収量（プ

ラスチック類）を採用した（大部分が白色トレイであると考えられるためプラスチック類の全量

を計上）。平成15年度についてはデータがまだ公表されていないため平成12～13年度のトレンド
より推計した。 
 

表1-37 集団回収量（プラスチック類）データ 
    （単位：千ｔ） 

  平成 11 年度 平成 13 年度 平成 15 年度 

集団回収量 0.16 0.36 0.58 

出所：環境省「一般廃棄物処理実態調査」（平成15年度については平成12～13年度のトレンド
より推計） 

 
 
⑧自治体最終処分量 
自治体最終処分量は、分別収集以外の収集区分の内訳が不明であることから、厚生省（現環境

省）の生活環境審議会廃棄物処理部会「容器包装リサイクルの実施による市町村の費用負担に関

する試算について」（平成12年6月19日）における設定値を参考に、自治体処理量のうち70％が可
燃ごみ、30％が不燃ごみとして収集されていると仮定した。可燃ごみについては自治体処理量の
4.0％（焼却残渣として）※が、不燃ごみについては全量が埋立処分されるとして推計した。 

 
※可燃ごみの焼却残渣率は、（1－水分％）×灰分％÷（1－強熱減量）に基づき算定 

水 分 ％＝16.25％（東京都清掃研究所「家庭ごみ調査（1985年～1997年：65検体）」のプラスチック類
湿ベース値） 

灰 分 ％＝4.55％（東京都清掃研究所「家庭ごみ調査（1985年～1997年：65検体）」のプラスチック類風
乾ベース値） 

強熱減量＝4％（北海道大学工学研究科廃棄物処分工学分野『都市ごみの総合管理を支援する評価計算シ
ステムの開発に関する研究』1998年５月における設定値の平均値） 


